
平成２３年１０月

区分 大　　学　　院　　名 　　研 究 科 名　　 専 攻 等 名
入 学
定 員

位　　　 置 設　置　者 留　意　事　項 備　　　　　　　　　考

人
私立 東京基督教大学大学院 神学研究科 千葉県印西市 学校法人

　神学専攻（Ｍ） 18 　東京キリスト教学園

〃 杉野服飾大学大学院 造形研究科 東京都品川区 学校法人
　造形専攻（Ｍ） 10 　杉野学園

〃 佐久大学大学院 看護学研究科 長野県佐久市 学校法人 平成２４年４月名称変更予定
　看護学専攻（Ｍ） 5 　佐久学園 　信州短期大学

　→佐久大学信州短期大学部

〃 びわこ成蹊スポーツ大学大学院 スポーツ学研究科 滋賀県大津市 学校法人
スポーツ学専攻（Ｍ） 10 大阪成蹊学園

・設置の趣旨・目的等が活かされるよう、設置計画を確実
に履行すること。また、学術の理論及び応用を教授研究す
るという大学院の目的に照らし、開設時から充実した教育
研究活動を行うことはもとより、その水準を一層向上させ
るよう努めること。

・「看護教育・国際看護学特論Ⅰ」、「看護教育・国際看
護学特論Ⅱ」、「看護教育・国際看護学演習Ⅰ」、「看護
教育・国際看護学演習Ⅱ」について、設置の目的に照ら
し、その内容が明確になるよう科目名称を改めること。

・教員の年齢構成が高齢に偏っていることから、教育研究
の継続性を踏まえ、今後の採用計画など、教員組織編制の
将来構想を着実に実行すること。

・設置の趣旨・目的等が活かされるよう、設置計画を確実
に履行すること。また、学術の理論及び応用を教授研究す
るという大学院の目的に照らし、開設時から充実した教育
研究活動を行うことはもとより、その水準を一層向上させ
るよう努めること。

・インターンシップにおける課題解決の実践経験を踏まえ
た研究指導を行うことを特色として掲げていることから、
大学院で行うインターンシップをより効果的に行うため
に、学生に対する研究指導とインターンシップ先との連
携・協力の充実に努めること。

・ 評議員の選任方法に誤りがあることから、寄附行為の規
定に基づき適切に行うこと。

・近年、帰属収支差額がマイナスの状態であることから、
経営基盤の安定確保に努めること。

・既設校の今後の定員充足の在り方について検討するこ
と。（大阪成蹊大学マネジメント学部マネジメント学科、
芸術学部情報デザイン学科・環境デザイン学科・美術学
科）

平成２４年度開設予定大学院等一覧

１　大学院を設置するもの　　５校

・設置の趣旨・目的等が活かされるよう、設置計画を確実
に履行すること。また、学術の理論及び応用を教授研究す
るという大学院の目的に照らし、開設時から充実した教育
研究活動を行うことはもとより、その水準を一層向上させ
るよう努めること。

・設置の趣旨・目的等が活かされるよう、設置計画を確実
に履行すること。また、学術の理論及び応用を教授研究す
るという大学院の目的に照らし、開設時から充実した教育
研究活動を行うことはもとより、その水準を一層向上させ
るよう努めること。

1 / 6



区分 大　　学　　院　　名 　　研 究 科 名　　 専 攻 等 名
入 学
定 員

位　　　 置 設　置　者 留　意　事　項 備　　　　　　　　　考

人
私立 日本経済大学大学院 経営学研究科 東京都渋谷区 学校法人 ・大学院設置基準第１４条特例の実施

　経営学専攻（Ｍ） 20 　都築育英学園

認可申請に伴う既設学部等の入学定員の変更状況
計 ５　校 　５研究科　（Ｍ）　５専攻 63

　大　　学　　院　　　　　△ 0

・設置の趣旨・目的等が活かされるよう、設置計画を確実
に履行すること。また、学術の理論及び応用を教授研究す
るという大学院の目的に照らし、開設時から充実した教育
研究活動を行うことはもとより、その水準を一層向上させ
るよう努めること。

・シラバスにおいて、修士課程のレベルとして相応しくな
い内容が一部見受けられることから、シラバスを適切に改
めること。（例えば、「経営分析研究」、「マーケティン
グ戦略研究」、「情報検索とインテリジェンス・マイニン
グ演習」、「経営データ分析演習」にて使用される教科書
及び講義内容が学部レベル。「経営戦略演習」は文献輪読
するだけの講義内容となっている。）
　また、留学生科目である「日本的経営」は学部レベルで
あるにも関わらず、修了要件単位科目に含まれており不適
切であるため、修了要件から外すか、講義内容を修士レベ
ルのものとなるよう改めること。
　さらに、「経営戦略演習」は文献輪読するだけの講義内
容となっており、修士課程の講義内容としては不適切であ
るため、相応しい内容となるよう改めること。

・教員の補充を必要とされた２６授業科目については、科
目開設時までに教員を配置すること。うち、専任教員の配
置を必要とされた２４授業科目については、確実に専任教
員を配置すること。

・経済学部経営学科の入学定員超過の是正に努めること。

・既設校の今後の定員充足の在り方について検討するこ
と。（福岡こども短期大学   こども教育学科）

・関連法人との間で実施している不適切な資金の貸し借り
や担保提供等を速やかに解消すること。
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区分 大　　学　　院　　名 　　研 究 科 名　　 専 攻 等 名
入 学
定 員

位　　　 置 設　置　者 留　意　事　項

人
公立 奈良県立医科大学大学院 看護学研究科 奈良県橿原市 公立大学法人 ・大学院設置基準第１４条特例の実施

看護学専攻（Ｍ） 10 奈良県立医科大学

私立 国際医療福祉大学大学院 薬学研究科 栃木県大田原市 学校法人 ・大学院設置基準第１４条特例の実施
医療・生命薬学専攻（Ｄ） 5 国際医療福祉大学
（４年制） 薬科学研究科

生命薬科学専攻（Ｍ）〔定員減〕 (△10)

〃 獨協医科大学大学院 看護学研究科 栃木県下都賀郡壬生町 学校法人 ・大学院設置基準第１４条特例の実施
看護学専攻（Ｍ） 10 獨協学園

〃 高崎健康福祉大学大学院 薬学研究科 群馬県高崎市 学校法人
薬学専攻（Ｄ） 3 高崎健康福祉大学
（４年制）

保健医療学研究科 ・大学院設置基準第１４条特例の実施
看護学専攻（Ｍ） 6 

〃 城西国際大学大学院 薬学研究科 千葉県東金市 学校法人 ・大学院設置基準第１４条特例の実施
医療薬学専攻（Ｄ） 3 城西大学
（４年制）

〃 帝京平成大学大学院 薬学研究科 千葉県市原市（平成２４年度） 学校法人 ・大学院設置基準第１４条特例の実施
薬学専攻（Ｄ） 5 東京都中野区（平成２５年度～） 帝京平成大学
（４年制）

〃 愛知学院大学大学院 薬学研究科 愛知県名古屋市 学校法人 ・大学院設置基準第１４条特例の実施
医療薬学専攻（Ｄ） 5 愛知学院
（４年制）

・寄附金について、募集要項等に任意である旨が明記され
ていないことから、速やかに改善すること。

・獨協大学外国語学部交流文化学科の入学定員超過の是正
に努めること。

・理事会、評議員会の運営に関し、以下の事項について適
切に行うこと。
［予算及び寄附行為変更に関する理事会、評議員会の開催
順序］

・既設校の今後の定員充足の在り方について検討するこ
と。（姫路獨協大学外国語学部外国語学科、法学部法律学
科、医療保健学部こども保健学科・臨床工学科、薬学部医
療薬学科）

・特になし。

・理事会、評議員会の運営に関し、以下の事項について適
切に行うこと。
　［決算に関する理事会、評議員会の開催順序］

・既設校の今後の定員充足の在り方について検討するこ
と。（城西国際大学国際人文学部・国際文化学科、国際交
流学科、福祉総合学部福祉総合学科、観光学部ｳｪﾙﾈｽﾂｰﾘｽﾞﾑ
学科、環境社会学部環境社会学科、城西短期大学ﾋﾞｼﾞﾈｽ総
合学科）

・現代ライフ学部経営マネージメント学科の入学定員超過
の是正に努めること。

・既設の大学等の消費支出に対する教育研究経費の割合が
同系統の大学等を設置する学校法人に比べ低く、また、近
年この割合が低下傾向にあることから、教育研究条件の充
実向上に努めること。

・学生生徒等納付金に対する経常的経費支出の割合が同系
統の大学等を設置する学校法人に比べて低いことから、同
納付金の学生への還元に努めること。

・既設校の今後の定員充足の在り方について検討するこ
と。（帝京平成大学現代ﾗｲﾌ学部ﾚｼﾞｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ学科、通信教
育部現代ﾗｲﾌ学部経営ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ学科）

２　研究科を設置するもの　１５校

備　　　　　　　　　考

・助産学実践コースは、２年間で５８単位を取得した上で
修士論文を作成する必要があることから、論文作成が円滑
に行われるよう工夫すること。

・専任教員の補充を必要とされた４授業科目については、
科目開設時までに確実に専任教員を配置すること。

・理事会、評議員会の運営に関し、以下の事項について適
切に行うこと。
　［決算に関する理事会、評議員会の開催順序］
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区分 大　　学　　院　　名 　　研 究 科 名　　 専 攻 等 名
入 学
定 員

位　　　 置 設　置　者 留　意　事　項 備　　　　　　　　　考

人
私立 中部大学大学院 教育学研究科 愛知県春日井市 学校法人 ・大学院設置基準第１４条特例の実施

教育学専攻（Ｍ） 12 中部大学

〃 同志社女子大学大学院 薬学研究科 京都府京田辺市 学校法人 ・大学院設置基準第１４条特例の実施
医療薬学専攻（Ｄ） 4 同志社
（４年制） 平成２４年４月名称変更予定

同志社大学大学院
　工学研究科→理工学研究科
　　工業化学専攻→応用化学専攻

〃 関西福祉大学大学院 看護学研究科 兵庫県赤穂市 学校法人 ・大学院設置基準第１４条特例の実施
看護学専攻（Ｍ） 6 関西金光学園

〃 甲南女子大学大学院 看護学研究科 兵庫県神戸市 学校法人 ・大学院設置基準第１４条特例の実施
看護学専攻（Ｍ） 5 甲南女子学園

平成２４年４月名称変更予定
文学部英語英米文学科
→文学部英語文化学科

〃 就実大学大学院 医療薬学研究科 岡山県岡山市 学校法人 ・大学院設置基準第１４条特例の実施
疾病治療薬学専攻（Ｄ） 4 就実学園
（４年制）

〃 広島国際大学大学院 薬学研究科 広島県呉市 学校法人 ・大学院設置基準第１４条特例の実施
医療薬学専攻（Ｄ） 2 常翔学園
（４年制）

〃 崇城大学大学院 薬学研究科 熊本県熊本市 学校法人 ・大学院設置基準第１４条特例の実施
薬学専攻（Ｄ） 5 君が淵学園
（４年制）

・文学部日本語日本文化学科及びメディア表現学科の入学
定員超過の是正に努めること。

・資産総額変更登記が決算の理事会承認日よりも前に行わ
れていたことから、今後は適正な方法で行うこと。

・理事長の選任方法に誤りがあることから、寄附行為の規
定に基づき適切に行うこと。

・既設校の今後の定員充足の在り方について検討するこ
と。（就実短期大学 実践ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科）

・既設校の今後の定員充足の在り方について検討するこ
と。（広島国際大学 工学部 情報通信学科）

・既設校の今後の定員充足の在り方について検討するこ
と。（崇城大学工学部ｴｺﾃﾞｻﾞｲﾝ学科・建築学科・宇宙航空ｼ
ｽﾃﾑ工学科、美術学部美術学科、情報学部情報学科）

・「教科教育学領域」の科目名称に統一性がなく、授業科
目名称と授業内容に乖離や、授業内容に偏りが見られるこ
とから、カリキュラムポリシーに沿った教育内容となるよ
う適切に改めること。

・専任教員の補充を必要とされた１授業科目については、
科目開設時までに確実に専任教員を配置すること。

・工学部電気システム工学科、応用化学科、情報工学科、
人文学部心理学科、生命健康科学部スポーツ保健医療学科
の入学定員超過の是正に努めること。

・既設校の今後の定員充足の在り方について検討するこ
と。（中部大学 国際関係学部 中国語中国関係学科）

・治験コーディネーターの養成を掲げるのであれば、それ
に相応しい教育課程となるよう、開設時までに授業科目
（例えば、医療倫理、治験のプロトコル、治験に関する法
令科目）を充実させるとともに、治験コーディネーターを
養成できる教員を配置すること。

・「アドバンスドヘルスアセスメント」については、科目
名称に応じた内容となるように適切に改めること。

・教員の年齢構成が高齢に偏っていることから、教育研究
の継続性を踏まえ、今後の採用計画など、教員組織編制の
将来構想を着実に実行すること。

・専任教員の補充を必要とされた２授業科目については、
科目開設時までに確実に専任教員を配置すること。
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区分 大　　学　　院　　名 　　研 究 科 名　　 専 攻 等 名
入 学
定 員

位　　　 置 設　置　者 留　意　事　項 備　　　　　　　　　考

人
私立 九州保健福祉大学大学院 医療薬学研究科 宮崎県延岡市 学校法人

医療薬学専攻（Ｄ） 4 順正学園
（４年制）

認可申請に伴う既設学部等の入学定員の変更状況
計 １５　校 　１６研究科　（Ｍ）　６専攻 49 

　　　　　　　（Ｄ）１０専攻 40 大 　学 　院 　　　　△ 10

（注) 「備考」欄の（　)書きの数字は、今回の認可申請に伴う既設学部等の入学定員の変更状況を示す。

・医薬品の品質、安全性、有効性について予測、評価、判
断できる能力を涵養する教育研究を行うために必要な実習
を、学内の模擬病院薬局、模擬調剤局のみで行うこととし
ているが、臨床薬学研究をより充実する観点から、実際の
現場となる学外の薬局等における実習も実施すること。

・既設校の今後の定員充足の在り方について検討するこ
と。（吉備国際大学社会学部国際社会学科・ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰ
ｼｮﾝ学科、保健医療福祉学部社会福祉学科、国際環境経営学
部環境経営学科、心理学部心理学科・子ども発達教育学
科、文化財学部文化財修復国際協力学科・ｱﾆﾒｰｼｮﾝ文化学
科、九州保健福祉大学社会福祉学部臨床福祉学科・子ども
保育福祉学科、保健科学部視機能療法学科、薬学部動物生
命薬学科、通信教育部社会福祉学部臨床福祉学科、吉備国
際大学短期大学部保健科）
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区分 大　　学　　院　　名 　　研 究 科 名　　 専 攻 等 名
入 学
定 員

位　　　 置 設　置　者 留　意　事　項

人
公立 札幌市立大学大学院 デザイン研究科 北海道札幌市 公立大学法人 ・大学院設置基準第１４条特例の実施

　デザイン専攻（Ｄ） 3 　札幌市立大学
看護学研究科 ・大学院設置基準第１４条特例の実施
　看護学専攻（Ｄ） 3 

私立 嘉悦大学大学院 ビジネス創造研究科 東京都小平市 学校法人 ・大学院設置基準第１４条特例の実施
　ビジネス創造専攻（Ｄ） 3 　嘉悦学園

〃 昭和大学大学院 保健医療学研究科 神奈川県横浜市 学校法人 ・大学院設置基準第１４条特例の実施
　保健医療学専攻（Ｄ） 4 　昭和大学

〃 武蔵野大学大学院 薬科学研究科 東京都西東京市 学校法人 平成２４年４月名称変更予定
薬科学専攻（Ｍ） 5 武蔵野女子学院 人間関係学部→人間科学部

　人間関係学科→人間科学科

〃 諏訪東京理科大学大学院 工学・マネジメント研究科 長野県茅野市 学校法人 ・大学院設置基準第１４条特例の実施
　工学・マネジメント専攻（Ｄ） 2 　東京理科大学

〃 同志社大学大学院 スポーツ健康科学研究科 京都府京田辺市 学校法人 平成２４年４月名称変更予定
　スポーツ健康科学専攻（Ｄ） 3 　同志社 　工学研究科→理工学研究科

　　工業化学専攻→応用化学専攻

〃 立命館大学大学院 スポーツ健康科学研究科 滋賀県草津市 学校法人 平成２４年４月名称変更予定
　スポーツ健康科学専攻（Ｄ） 8 　立命館 　理工学部

　　電子情報デザイン学科→電子情報工学科

〃 関西大学大学院 社会安全研究科 大阪府高槻市 学校法人
　防災・減災専攻（Ｄ） 5 　関西大学

〃 広島文化学園大学大学院 看護学研究科 広島県呉市 学校法人
　看護学専攻（Ｄ） 6 　広島文化学園

認可申請に伴う既設学部等の入学定員の変更状況
計 ９　校 １０研究科　（Ｍ）　１専攻 5 

　　　　　　（Ｄ）　９専攻 37 大 　学 　院 　　　　△ 0

・特になし。

・特になし。

・教育目標に掲げている「循環的発展」が活かされるよう、
例えば学生への「循環的発展」に対する理解を深めるよう努
めるとともに、対外的にも周知を図った上で教育研究活動を
行うなど、構想した設置計画を着実に履行すること。また、
学術の理論及び応用を教授研究するという大学院の目的に照
らし、充実した教育研究活動を行うことはもとより、その水
準を一層向上させるよう努めること。

・教員の年齢構成が高齢に偏っていることから、教育研究の
継続性を踏まえ、今後の採用計画など、教員組織編制の将来
構想を着実に実行すること。

・専任教員の補充を必要とされた８授業科目については、科
目開設時までに、確実に専任教員を配置すること。

・特になし。

・特になし。

・設置の趣旨において「リハビリテーション領域の保健医療
学」を掲げていることから、「内部障害リハビリテーション
領域」においても、医師及び看護師の資格を持つ教員だけで
はなく、理学療法士や作業療法士等のリハビリテーションに
関する資格を持つ教員を配置し、リハビリテーション領域を
充実するよう努めること。

・特になし。

・東京理科大学理工学部情報科学科の入学定員超過の是正に
努めること。

３　専攻設置又は課程を変更するもの　　９校

備　　　　　　　　　考

・専任教員の補充を必要とされた５授業科目については、科
目開設時までに確実に専任教員を配置すること。（看護学専
攻）
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